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は じ め に 

 

 この冊子は一般社団法人 日本児童相談業務評価機関（J-Oschis：ジェイ・オスチス）が

行う児童相談所と児童相談所一時保護所の第三者評価の基本的な考え方と実施内容につい

てまとめたものです。 

 この元となったのは 2022（令和 4）年 5 月 21 日から 2 日間にわたり開催された 

J-Oschis 主催の第三者評価の評価員養成講座での講義です。この記録を池谷真祐子さんが

原稿に起こし、各演者が加筆修正して完成させました。 

 目次を見ていただければわかりますが、第一部の坪井節子さんは、子どもの権利擁護の

ためになぜ第三者評価が必要かを述べています。第二部の三菱 UFJ リサーチ＆コンサルテ

ィング株式会社の八木涼子さんには、第三者評価実施における実務と留意点を述べていた

だきました。第三部では安部が児童相談所の、第四部では茂木健司さんが児童相談所一時

保護所の、評価の実際と評価項目の解説を行っています。 

 この冊子は、これから第三者評価の実務にかかわる評価員候補への研修テキストとする

ことが第一の目的です。このテキストに基づき研修を受け、第三者評価を行うことで、評

価員で評価結果に差異が生じることを防ぐことができます。 

同時に、児童相談所や児童相談所一時保護所の第三者評価に関心のある全国の児童相談

所関係者や研究者に、その内容をご理解いただくために公開します。 

 今後、児童相談所や児童相談所一時保護所の第三者評価を通じて、全国の児童相談所が

本来発揮すべき機能の質が向上し、子どもの権利が日本全国どこでも担保されることを祈

念します。 
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